
 

■レジオネラ症防止条例の適用を受ける施設 
 

 
入浴施設（浴槽又はシャワー）
がありますか 
※冷水シャワーのみを有する
施設は除きます 

 
□水道水のみを利用しているもの 
ここでいう水道水とは、次の２種類をいいます。 

①法に基づき水質検査が義務付けられているもの 
・水道法に基づく上水道、簡易水道、専用水道、簡易専用水道 
・ビル管理法(注１)の適用を受ける建築物において給水される水 

②井戸水等で、上記法律に規定する水質検査(５１項目)を任意で 
行い、かつ、法律の水質基準に適合しているもの 

 ※水道法の規定による定期的な水質検査が行われている必要が 
あります。 

 
□水道水以外の湯水を利用して
いるもの（循環水を利用して  
いる場合（循環式浴槽の場合）
は、ここに含まれます。） 

 
ここでいう水道水以外とは、  左
記①、②以外のもの。 

 
※水道水以外のものを一部でも
利用している場合も含みます。 

（注１） 
ビル管理法：正式には「建築物
における衛生的環境の確保に 
関する法律｣ 

 
（注２） 
｢使用する時間が３時間を超え
ず｣とは、実際に浴槽を入浴に 
使用し始めてから最後に使用 
するまでの時間をいいます。 
途中で入浴に使用しない時間が
あってもその時間も含みます。 

浴槽を有するもの 浴槽を有しないもの
（シャワーのみ） 

有 無 

従業員のみ利用 

適用外 

適用外 

一般利用者用 

適用外 適 用 適用外 
 

適 用 適用外 

Ａ .利用者ごとに
完全に換水し、
その都度清掃
するもの 

Ｂ.浴槽水として使用する時間が
３時間を超えず (注２ )､かつ､  
使用後完全に排水し､その都度
清掃するもの 

ＡまたはＢ
に該当しな
いもの  


